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タイトル 企業の農業参入に関する支援

１ 活動の背景

農業の担い手が減少し、基幹的従事者の高齢化が進む中、農業を営もうとする企業が

増加しています。これらの企業は、地域農業の活性化に寄与することが期待できるもの

が多くあります。

しかし、農業経営を円滑に開始するには、周辺住民の理解を得ることが必要不可欠で

あり、企業の経営ビジョンや事業計画を点検し、農業経営や栽培技術、地域との共生等

を踏まえた指導・支援を行う必要があります。

２ 活動の経過

平成２１年度に設置された農業技術課担い手・企業参入担当を相談の受付窓口とした

体制が整備され、相談案件ごとに関係する市町村や地域普及センター、技術普及センタ

ーを一同に会した相談会が実施されました。

これにより、参入企業の情報を共有するとともに、市町村等の関係機関との役割分担

が確認され、効率的な指導・支援が実施できました。参入企業あたり２，３回の面談で

農業経営開始に係る諸課題が整理されています。また、地域・集落と協調する取組の実

施についても啓発し、取り組まれています。

既に参入した企業についても、引き続き計画の達成に向けた指導を行っています。

（１）経営形態の指導

多くの企業が農業生産法人を望みます。平成２１年１２月の改正農地法の施行によ

り農業生産法人の要件を満たさない場合でも農地を確保することが容易になりました

が、消費者に対する企業イメージ等のメリットがあるようです。

企業の農業参入には、企業の一経営部門として取り組む方法と農業生産法人を創設

する方法の二種類があります。

最終的には、それぞれの企業の経営の実情により判断されますが、規模拡大を志向

する場合には、経営の意志決定が容易で機動的な経営が展開しやすい農業生産法人を

すすめています。

（２）農業生産法人の創設指導

農業生産法人の創設にあたっては、取り組もうとする事業の内容、構成員と関連事

業者の関わり、経営のしやすさと発展の度合い等を総合的に勘案して、法人形態を選

定し指導しています。株式会社が多くなる傾向にあります。

また、定款の作成を指導しています。業務執行役員と構成員に十分留意し、経営が

円滑に行えるよう配慮しています。

参入企業は、農地に関する法令の知識が乏しく、市町村農業委員会と十分に調整し

ています。



（３）経営計画の作成指導

参入企業の多くは、農業に関する知識が乏しい反面、その経営計画は大規模な傾向

にあります。このため、地域に与える影響も考慮しつつ、安定した経営の展開に十分

留意し指導を行いました。

・営農地を決定していない場合や今後の経営規模の拡大を見込んでいないものもにつ

いては、市町村等と意見交換するなどして、諸条件を満たす農地等の紹介に努めまし

た。

・栽培しようとする品目が、気象条件やほ場条件等から適切でないものについては、

その見直しを指導し、適切なものにするよう努めました。

・必要な資本装備、ハウスの規模や構造、農業用機械の能力等に十分留意し、適正規

模等を指導しました。

・制度資金の借り入れを希望する場合には、自己資本の調達も模索する一方、融資機

関との面談を早期に行い、資金調達の目処をたてました。

（４）既参入企業に対する指導

昨年度までに参入した４件については、引き続き、経営改善に向けた指導を行いま

した。その内容は、栽培技術に関するものが多い傾向にあります。

経営開始時の目標の達成が危惧されるものについては、計画の見直し等を指導して

います。

３ 活動の成果

（１）平成２１年度の相談件数は２５件あり、このうち９件が農業経営を開始しました。

残りの１６件のうち１５件は、引き続き参入を検討しています。

（２）参入企業の多くは、十分な労働力を確保することができます。このため、思い切っ

た経営規模の拡大や農産加工、販路の拡大等に取り組んでいます。しかし、急激な規

模拡大等により財務状況が悪化するものもあります。

（３）参入企業が開拓した販路に周辺の農業者も加わる等、地域・集落との連携を図る取

組も実施されています。

（４）地域で栽培実績のない作目や慣行の栽培技術、生産方式によらない生産に取り組む

場合は、良好な実績が得られないものもあります。

４ 次年度の取組

（１）引き続き、市町村等を交えた相談受付体制を整備し、円滑な対応を行います。

（２）すべての参入企業の農業部門について、経営診断を行い、早期に良好な実績が得ら

れるよう経営改善指導を行います。

（３）引き続き、地域・集落の農業者との連携をすすめ、地域の活性化に向けた取組につ

ながるよう支援します。




